
平成２５年２月第２回教育委員会定例会 

 

【日 時】平成２５年２月２６日（火）午後１時３０分～午後４時００分 

【場 所】北栄町役場大栄庁舎 第４会議室 

【出席者】福光純一委員長・河本恒夫委員長職務代理者・斎尾暁美委員・磯江典子委員・

岩垣教育長・田中教育総務課長・西村生涯学習課長・岩田指導主事・桑本指

導主事・大庭教育総務課室長 

【議事日程】 

１ 会議録署名委員の指名  河本委員、磯江委員を指名 

２ 行政報告 

 教育長 

・１月３０日台湾訪問団訪町受け入れ対応について 

・１月３１日、２月１日Ｂ＆Ｇ全国サミット参加について 

   ※資金不足。東日本大震災による全壊施設復旧に重点対応。 

・２月５日組合交渉について 

・３月８日～２１日北栄町議会定例会について 

・３月１３日教職員人事内示について 

   ※特別支援学級 北条小：知２、自・情２、弱視１ 大栄小：知１、自・情３、    

    言語１、病弱１ 北条中：知１、自・情１ 大栄中：知１、自・情１ 

   特別支援補佐員：小学校２名、中学校１名配置予定 

教育総務課長 

・インフルエンザによる臨時休業（学級閉鎖）等ついて 

・教育委員会の開催について 

・  こども園はしか疑いについて 

   ※はしかではなかった。 

・体罰調査について 

   ※２月２２日県教委説明会⇒校長会：同日調査票配布済み、２６日回答期限 

    調査 小：子と親 中：子と親が別々に回答 ⇒個別に聞き取り調査 

    ⇒３月委員会で報告 

生涯学習課長 

・ふれあい芸能発表大会について 

・平成２４年度北条地区男子バレーボール大会について 

・地区学習会閉講（閉級）式について 

・平成２４年度北栄町スポーツ表彰 表彰式・第３回日本海新聞ふるさと大賞表彰式

について 

・今後の行事予定について 



（委員）地区学習会の１年間の成果は。 

（事務局）学習会は人権、仲間づくり、人前で堂々と発言できる学習を実施。来年度

は人権学習のみ実施。対象は地区内外を問わない。教科学習は学校教育・地域づ

くり、人権・仲間づくりは生涯学習で実施。 

（委員長）実施回数は。 

（事務局）小学校月３回、約３０回。中学校は月４回、約３５回程度実施。 

３ 議 事 

   議案第４号 北栄町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例の一部を改

正する条例の議会提案に係る意見について 

（委員長）条例案は生涯学習課で作成、提案はだれがするのか。 

（事務局）町長提案。詳細説明は生涯学習課長。 

（委員）全部を改正するのか。 

（事務局）文言、新旧対照表のこともあったため全部改正。 

     ※ 特に意見なし。 

   議案第５号 北栄町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする審議会規則の一

部を改正する規則の制定に係る意見について 

（委員）所掌事項、審議、諮問は別ではないか。 

（事務局）町長が諮問しないと審議会は開催できない。現在はすべてを生涯学習課が

行っている。 

     ※ 特に意見なし。 

   議案第６号 北栄町音田教育振興基金高等学校入学準備費給付金交付規則の一

部を改正する規則の制定について 

（委員長）委員が３人いるのはどうか。教育委員は１名いればいいのではないか。 

（事務局）委員会代表の委員長、民間外部からの視点としての教育委員、教育長とし

ている。変更があっても問題はない。 

（委員）本人が来るのか。全く合わないのか。 

（事務局）本人は来ない。申請後、必要な場合に面談をする。 

（委員長）保護者代表の教育委員がなった方がいいのではないか。 

（事務局）そのような考え方でも構わない。 

（委員）民間とは。生活精通者として社協の職員はどうか。 

（事務局）外部の視点ということで民間教育委員を明記した。給付する内部審査の委

員会であるため、町以外の外部委員は想定していない。 

（委員長）教育委員は教育長と保護者代表の教育委員１名としていいか。 

（委員）異議なし。 

（委員）教育委員で表現としてはどうか。 

（事務局）教育委員長を削除し、教育委員長職務代理者を教育委員１名と表現する。 

    ※ 一部修正し承認。 



   議案第７号 北栄町同和対策進学奨励金交付要綱を廃止する要綱の制定につい 

         て 

（委員）募集していないのはなぜか。 

（事務局）同和対策事業を見直し、事業化、予算化していない。既受給者があるので

廃止されていなかった。 

（委員）必要ないと判断したのは。 

（事務局）現在においては他地区と変わりなく、特別な援助は必要としないため。 

（委員）議会による提案か。 

（事務局）時限立法の同和地区対策推進法が失効し、他地区との変化がないと考えら

れたため廃止するもの。 

（委員）対象は決まっているのか。 

（事務局）決まっていない。 

（委員長）給付か、貸与か。 

（事務局）給付。 

    ※ 原案のとおり承認。 

   議案第８号 区域外就学について 

    ※ 原案のとおり承認。 

   議案第９号 区域外就学について 

    ※ 原案のとおり承認。 

   議案第１０号 区域外就学について 

    ※ 原案のとおり承認。 

   議案第１１号 校区外就学ついて 

    ※ 原案のとおり承認。 

   議案第１２号 校区外就学ついて 

    ※ 原案のとおり承認。 

   議案第１３号 準要保護児童生徒の認定について 

    ※ 原案のとおり承認。 

   議案第１４号 準要保護児童生徒の認定について 

    ※ 原案のとおり承認。 

  議案第１５号 準要保護児童生徒の認定について 

    ※ 原案のとおり承認。 

   議案第１６号 準要保護児童生徒の認定について 

    ※ 原案のとおり承認。 

４ 協議事項 

   ・平成２４年度教育行政内部評価の実施について 

※ 資料のとおり評価決定。 

   ・児童生徒表彰の内申について 



     ※ 原案のとおり承認。 

５ 報告事項 

   ・平成２５年３月北栄町議会定例会の日程等について 

６ その他 

   ・次回教育委員会  臨時会 ３月１２日（火）午前１１時から 

             臨時会 ３月２１日（木）午後１時から 

定例会 ３月２６日（火）午後１時３０分から 


